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令和２年９月３日

資料３第４回 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの
構築に係る検討会



報告内容

１、抱樸について

２、居住支援のゾーンと課題

３、サブリース型居住支援の実践

（プラザ抱樸）
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１、NPO法人抱樸について

「ひとりにしない」という支援
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NPO法人抱樸の概要

活動開始 1988年12月（北九州越冬実行委員会）
法人設立 2000年11月（2004年より『認定NPO』）
正会員数 183人 賛助会員数 204人
法人会員数 5社
ボランティア 約1,500人 スタッフ数 106人
年間寄付 3000万円

活動エリア 福岡県（北九州市、中間市、福岡市）、
山口県（下関市）

自立者数 約3,500人 継続サポート約2,000人
自立達成率 90％（6か月の支援プログラム）
自立生活継続率 92％
就労率 56.6％
シェルター及び社会的住居定員 84室
サブリース型支援付き住居 71室
年間の居住支援数 227人（2017年度）
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NPO法人抱樸の活動特徴⇒自由
➀人を属性で見ない ②一人との出会いから事業展開 ③断らない
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ホ
ー
ム
レ
ス

最終学歴
中卒6割

知的障害4割

受刑者

宿なし

無職

多重債務6割

高齢者5割

家族なし

依存症

生育環境
劣悪

実施事業

自
主
事
業

1 炊き出し委員会
2 自立支援住宅委員会
3 サポート委員会
4 広報委員会
5 互助会
6 抱樸館北九州（生活相談・レストラン・配食）
7 生活サポートセンター小倉
8 生活サポートセンター八幡
9 見守り支援付住宅 プラザ抱樸
10 金銭管理支援事業
11 居宅設置支援の会 事務局
12 ホームレス支援法律の会 事務局

13 地域生活定着支援協議会 事務局

14 総務部
15 経理部

制
度
事
業

16 グループホーム抱樸
17 デイサービスセンター抱樸
18 多機能型障がい作業所ほうぼく
19 B型作業所ほうぼく

委
託
事
業

20 巡回相談事業（北九州市）
21 生活相談事業（北九州市）
22 日雇い労働者等技能講習事業（厚生労働省）
23 自立相談・家計・子ども支援事業（中間市）
24 就労準備支援事業（北九州市）
25 子ども・家族まるごと支援事業（北九州市）
26 刑余者・地域生活定着支援センター（福岡県）
27 再犯防止立ち直りサポートセンター（福岡県）

抱樸27事業 自主事業１５事業 制度事業４事業 委託事業８事業



NPO法人抱樸の概要

◆沿革
1988/12 北九州越冬実行委員会発足（現法人の前身）
2000/07 臨時総会にてNPO法人の設立を決定。

名称｢北九州ホームレス支援機構｣
2000/11 「NPO法人北九州ホームレス支援機構」認証
2004/09 ｢ホームレス自立支援センター・北九州｣開所。
2004/12 国税庁より「認定NPO法人」に認定される
2007/04 自立生活援助ホーム「抱樸館下関」開所
2008/09 社会福祉法人グリーンコープとの協働により

福岡市で巡回相談を開始
2009/02 北九州市内にて「緊急シェルター抱樸館」を

開所
2009/02 「ふくおか社会貢献活動表彰（NPO・ボランティ

ア団体と企業との協働部門）」を
（株）サンキュードラッグと共に受賞

2009/10 浄土宗・第3回「共生（ともいき）・地域文化
大賞」受賞

2010/05 社会福祉法人グリーンコープによる困窮者
支援施設「抱樸館福岡」開所 運営に協力

2012/10 福岡県「ふくおか共助社会づくり活動表彰」
受賞

2013/09 抱樸館北九州・デイサービスセンター抱樸
（ほうぼく）開所

2013/10 多機能型事業所ほうぼく（抱樸）開所
2013/10 「子どもに対する学習支援モデル事業」開始
2013/11 北九州市「認定ＮＰＯ法人」認定
2014/07 団体名称を「抱樸（ほうぼく）」に変更
2014/07 公益財団法人社会貢献支援財団「社会貢献

活動表彰」受賞
2015/04 中間市生活困窮者自立支援事業開始
2016/12 読売福祉文化賞受賞
2017/01 第1回賀川豊彦賞受賞
2017/09 居住支援事業開始
2017/10 あらたな抱樸館下関計画検討開始

（現抱樸館下関閉館）
2017/11 理事長奥田が糸賀一雄記念賞を受賞
2017/12 福岡県より居住支援法人の指定を受ける
2018/05 ほうぼく第２作業所事業開始

「グループホーム抱樸」開設

6



30年を支える視点

ハウスレス（経済的困窮）

ホームレス（社会的孤立）
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２、居住支援のポイント
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■住宅がないということ
➀生命的危機

生存を脅かす状態
➁社会的危機

住民基本台帳無し
⇒社会的手続き不可能
⇒就職不可能

③人間的危機
⇒孤立
⇒地域とのつながり喪失
⇒人とのつながりの喪失

※住居は前提であり、人権である

※しかし、住宅確保に関しては、個人の課題となっ
てきた。 9



ポイント①住居支援ということ

居住（きょじゅう）とは、一定の住まいを定め、そこに住んで自分たちの生

活を営むこと。そこに家族の生活の拠点を定めて、寝食を共にし、子供を

育て、客を招き、社会活動、経済活動を行い、生活をしていくこと。

※住宅（ハコ）のみを指す概念ではない。

（フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』より）

居住

住居

つながり・出番生活

◆住居⇒居住権
◆生活⇒衣・食・住・職・子育て
◆つながり・出番⇒地域



ポイント➁供給課題ゾーン

平成２７年度社会福祉推進事業

「これからの低所得者支援等のあり方に関する検討会」報告書（株式会社野村総合研究所）より

居住に関する資源を巡る課題
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ポイント③相談は総合的包括的に
◆住宅だけ困窮している人はいない

⇒複合的困難を抱えている
⇒住宅は困難のひとつ

◆総合的で包括的な相談支援の実施
⇒相談内容の多様性
⇒入居本人からの相談
⇒大家からの相談
⇒不動産業者からの相談
⇒地域住民からの相談（近隣トラブル想定）

◆住宅を含む個別支援計画の策定
◆他の相談機関との連携体制の構築

※2020年度第二次補正予算での新たな相談事業
「居宅生活移行緊急支援事業（仮称）」



・入居物件のニーズ把握
・安価な物件の情報提供
・貸主等との連絡・調整
・保証人や家賃債務保証会社の紹介
・賃貸借契約に関する助言・同行支
援
・緊急連絡先の確保 等

○ 住居不安定者（離職により住まいを失うおそれのある方や、ホテル等の一時的な居所に滞在する方など）に対し、アパート等の居室
確保や定着支援を行うことにより、安定した住まいの確保を推進する。

○ 令和2年度補正予算案による居宅生活移行緊急支援事業（仮称）により、住まいに困窮している相談者に対し、入居から見守り
まで、生活困窮者自立支援制度や生活保護制度と一体的に相談者の状況に応じた支援を実施する。

事業のスキーム

生活困窮者等の住まい対策の推進

各自治体の
・福祉事務所
・自立相談支援機関

住まいの確保に加えて就労支援、家計改善支援等への対応による自立支援

相
談

シェル
ター等一
時的な居
所の確保

アパート等住まい確保の支援

住まい確保
支援

入居後の見守り支援等地域の居住支援法人
NPO法人

社会福祉法人 等
・訪問や電話等による見守り
・生活の困り事への助言
・支援制度の紹介
・地域とのつながり支援 等

住まいを失っ
た又は失うお
それのある困
窮者等

生活困窮者自立支援制度・生活保護制度

令和2年度第二次補正予算案による居宅生活移行緊急支援事業（仮称）
（予算案額26億円）

・上記事業に係る人件費、事務費等への補助（国3/4, 自治体1/4)

福祉部局、住宅
部局、委託先団
体間での情報共
有、支援方法の

検討など

家主の
不安
解消

安定
した
住まい

※都道府県等からの委託・補助も可

住まいの相談窓口

○住居確保給付金
○生活保護制度の住宅扶助 等による家賃支払い

委
託
※



ポイント③二つの安心

◆入居者の安心

⇒見守り

⇒生活支援（家族機能の社会化）

⇒相談できる人の存在 ⇒保証人確保

◆大家・不動産オーナーの安心

【入居拒否の理由】

⇒家賃滞納の心配

⇒保証人がいない

⇒相談先がない

⇒見守りがない（生活支援）

⇒孤立死の危険性・死後事務（葬儀含む）

※65歳以上の単身世帯 624万世帯（2015年）



①就労支援・定着支援
2016年度離職者14名、再就職者16名
職場との連携・・・無断欠勤時の訪問確認
②住居支援
相談対応 近隣トラブル対応
大家や管理会社との連携
転居支援・・・転居54名の支援

③福祉事務所等の連携による支援
保護CWとの協働
④健康・保険支援
健康状況の把握と助言。
受診同行、服薬管理、病院との情報共有
⑤親族・地域との交流支援
親族との連絡、再会支援
地域住民(民生委員含む）との交流支援
⑥他法活用による支援
年金の受給申請、雇用保険、傷病手当申請
障がい者手帳の取得支援
⑦法律・人権支援その他
債務の法律相談、逮捕拘留時の弁護士連携
（定着支援センターとの連携）
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⑧定期訪問

データベース3ヶ月記載なし基準）

いつでも相談できる体制

買物同行 個食防止・・「お昼ご飯を一緒に支援」
⑨互助会連携
世話人会が、行事カレンダー等を毎月 訪問配布
葬儀は、互助会葬で実施
⑩看取り等支援
自立の５本柱
「自立した者は一人で死なない、一人で死なせい」
葬儀社連携、宗教の連携（葬儀、納骨）

（路上７割、自立後５割で無縁仏）

⑪金銭管理支援
アディクション対応(ギャンブルやアルコールなど)
本人同意前提で金銭管理実施
定期来所はケアのチャンス
自立支援法の「家計支援」とは違う

⇒後見人の手前を支援
昨年の年間対応件数14,104件 （700名）
日常的金銭管理268名
(毎日3名、週2回1名、週1回118名、月2回59名、
月1回24名、その他63名) 積立管理支援は187名

抱樸の総合的生活支援
ＮＰＯ「自立生活サポートセンター」の直接支援メニュー



ポイント④債務保証人の確保

◆これまで債務保証人は家族が引き受けてきた
⇒しかし、単身化や家族不在状況が広がっている

◆保証人の確保
１）居住支援法人による債務保証

⇒生活支援等とのマッチング可能に
⇒国による事故補償（7割）

２）機関保障・債務保証会社の利用
⇒原則的に大家の損害補償の仕組み

◆家賃事故の場合
１）大家、もしくは管理会社から請求
２）債務保証人による支払い
３）大家による明け渡し訴訟
４）明け渡しまで6か月から一年程度
５）所在不明の場合の残地物などの問題



抱樸の債務保証連携事業
審査で落とさない・生活支援付き保障

「債務保証会社」と「ＮＰＯ抱樸」による生活支援付保証事業
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従来、オーナー・不動産会社のリスクを理由に入居拒否される層

家賃債務保証会社の審査が通らない層

目的

対象

枠組み

住宅確保要配慮者（生活困窮者）の居住喪失を防ぐため

抱樸と債務保証会社が連携し、生活保障と家賃保証の新しい枠組みをつくる

■入居支援・保証人提供（債務保証会社：オリコフォレントインシュア）

⇒オーナー・不動産会社のリスク（滞納や原状回復リスク）を保証し、契約者の生
活危機情報を早期にキャッチする事で生活支援につなげる

⇒月二回のオートコールにて安否確認。確認できなければ抱樸への連絡。

■見守りと生活支援（抱樸）

⇒契約者の相談、見守り、緊急対応を行い、安定的な日常生活へ立て直しを伴走
する

■費用 保証会社・・・初回１カ月分 毎月収納する金額の１％の保証料

抱樸・・・・・・・・毎月２０００円（税抜） の生活支援費



従来の債務保証
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入居者

債務保証
会社

家賃・管理費

大家

家賃保証

事故情報

求償権
損害賠償請求

債務保証契約

債務保証料

見守り・生活支援なし
事故発生後も孤立無援

結果
ホームレス化へ

大家さんが「良
い大家」ほど、
問題は深刻化



今回の事業モデル
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入居者

抱樸生活サポート
センター

債務保証
会社

代行収納⇒家賃・保証料・生活支援費

家賃

訪問型
生活支援

日常見守り支援
就労支援

看取り等支援

債務保証
オートコール
安否確認（月２回）

生活支援費

大家

拒否しない住居支援
早期発見・早期対応
生活破綻を未然に防ぐ

保護世帯の場合
北九州市代理納付

事故情報



ポイント⑤物件確保

◆不動産事業者との連携
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NPO法人抱樸 ２０１７年度居宅支援実績

センター 支援住宅 定着 就労 下関 巡回 中間 サポ 合計

居宅相談人数 53 8 54 2 24 90 61 72 364

入居件数 53 8 26 2 24 47 7 62 229

民間 36 6 6 0 10 13 5 21 97

見守り付き住居 3 1 0 1 1 2 0 12 20

高齢者向け住宅 1 0 0 0 0 0 0 5 6

グループホーム 7 0 4 1 2 1 0 7 22

その他施設 6 1 16 0 11 31 2 17 84

年間相談件数 ３６４件
入居者 ２２９人



ポイント⑥居住支援法人

■居住支援法人の現状
⇒約300法人
⇒不動産系と福祉系の混在（福祉系が増加傾向）

■居住支援法人は看板
⇒本体事業を持つ法人が居住支援法人となる
⇒潜在的プレーヤーは無限
⇒すでに居住支援を実施している事業所は多い

■連携が課題
⇒生活困窮者支援、生活保護、障害福祉、医療、 更

生保護等■人材育成の強化
⇒人材育成実施

（全国居住支援法人協議会での研修）
■支援費用の捻出が課題（一部国の補助金あり）



2019年6月29日居住支援法人の全国組織設立
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ポイント⑦家族機能の社会化
地域共生社会に向けたアプローチ

◆身内の責任だけでは持たない⇒社会化へ
◆他機関連携体制の構築

⇒制度の連携
⇒専門機関の連携
⇒地域の連携

◆家族機能の社会化―抱樸が考える５つの家族機能
➀家庭内サービス提供
➁記憶の装置
③つなぎ・もどしの連続行使ーコーディネート機能
④出番
➄日常の共有



抱樸の地域互助会事業ー家族機能の社会化
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葬儀は家族機能そのもの地域共生社会とは？
赤の他人が葬儀を出し合う社会家族機能の社会化



ポイント➇縦割りから横ぐしへ
◆居住支援協議会の活用

⇒総合的な政策議論のステージとして活用可能
⇒ほとんどが個別ケース対応はできていない
⇒さらに、行政の縦割り構造が反映

※建築、住宅関係部局の主催
※出席者の偏り

◆国交・厚労・法務の各施策の組み合わせの仕組み
※現場も縦割りー関連した制度や施策しからわからない

三省協議会 「住まい支援の連携強化のための連絡協議会」
第一回開催 2020年8月3日開催

・厚生労働省子ども家庭局長、社会・援護局長、同局障害保健福祉部長、老健局長
・国土交通省住宅局長 ・法務省矯正局長、保護局長
・全国社会福祉協議会 ・一般社団法人生活困窮者自立支援全国ネットワーク
・特定非営利活動法人ホームレス支援全国ネットワーク ・特定非営利活動法人日本相談支援専門協会
・公益社団法人全国老人福祉施設協議会 ・全国児童養護施設協議会 ・全国母子寡婦福祉団体協議会
・一般社団法人全国地域生活定着支援センター協議会 ・一般社団法人全国居住支援法人協議会
・公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 ・公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会
・公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会 ・公益社団法人全日本不動産協会
・更生保護法人全国更生保護法人連盟 ・認定特定非営利活動法人全国就労支援事業者機構



（2019年7月9日福岡市居住支援協議会資料より）



政策上の課題として
➀住宅ストックの福祉的活用の仕組み

⇒民間の支援付き住宅（サブリースモデル）

➁家賃補助の仕組み

⇒家賃低廉化（国交・セーフティーネット）

⇒住居確保給付金（厚労・生活困窮者）

③支援する人を確保する仕組み

⇒厚労省、法務省が得意

④政策の一体的運用の仕組み

⇒役所の一体化

⇒民間の一体化
30



３、サブリース型居住支援の実践

空き家活用

家族無き時代の⇒「家族機能の社会化」

サスティナブル⇒ソーシャルビジネス

31



抱樸居住支援事業―見守り支援付住宅

① 課題のマッチングによる新しい価値（ビジネス）創造
⇒不動産オーナー・・・空き家化問題
⇒債務保証会社・・・家賃滞納事故問題
⇒生活支援ＮＰＯ・・・・生活支援費用の負担問題

②住宅確保
不動産「田園興産」（オーナー）からＮＰＯ抱樸がサブリース
⇒鉄筋コンクリート8階建 耐震、耐火構造
⇒３フロアー：71室借り上げ（内一部屋管理人室）
⇒管理人常駐体制 ⇒２４時間相談受付（NPO）
⇒オリコの家賃見守りとオートコール活用

③ 生活支援付保証人事業

32



断らない！
見守り支援付き住宅

「プラザ抱樸」
現在71室（コロナ緊急対応含）

単身生活可能だが、

日常的な見守り、生活支援が必要な方

33

月額費用

家賃：29,000円

公益費：5,940円（水道料・給湯料・町費）

生活支援費：2,160円

OFI賃貸保証料（継続）：349円（初回の1％）

その他初期費用

敷金：58,000円（家賃2か月分）

OFI賃貸保証料（初回）：34,940円（家賃＋公益費）



プラザ抱樸モデル事業持続性について
➀元々3～3.5万円の家賃物件を2万円でサブリース

➁抱樸がサブリース契約

※但、一括約束契約は入居毎（オーナーの協力）

➂リフォーム

※スマートウェルネス住宅等推進モデル事業 60室

※コロナ緊急寄付25室（村上財団）

➃収益構造－北九州市の住宅扶助29000円

〇サブリース差益⇒9000円（月額）

〇生活支援付債務保証⇒2000円（月額）

※一部屋に付11,000円（月額）の生活支援費

※71室のサブリースで年間約937万円の収入
34



プラザ抱樸入居者一覧
（2020年4月現在、他管理人1名 ※網掛けは退去者）

35

番号 年齢 性別 収入源 属性 障がい 就労
1 50代 男 就労 生活困窮 一般就労
2 80代 男 生保 高齢・HL
3 20代 男 親仕送り・就労 障がい 精神2級 障がい就労
4 20代 女 生保 障がい・HL 精神2級 一般就労 退去
5 70代 男 生保 障がい・高齢・HL 療育B2
6 40代 男 生保・年金 障がい 療育B2・精神3級 退去
7 60代 男 年金 高齢・HL
8 70代 男 生保 高齢・HL 退去
9 40代 男 生保 障がい・HL 療育B2
10 80代 女 年金・貯蓄 高齢
11 40代 男 年金・就労 障がい 療育B2 障がい就労
12 30代 男 年金・就労 障がい・HL 療育B2 障がい就労
13 40代 男 生保 HL 突発性難聴
14 70代 男 年金・生保 高齢・HL
15 60代 女 年金 障がい・高齢 療育B2
16 40代 女 貯蓄 障がい・DV 精神2級
17 70代 男 就労・貯蓄 高齢・生活困窮 自営
18 60代 男 生保・年金 高齢・HL
19 70代 男 生保・年金 高齢・HL 退去
20 20代 女 生保・就労 障がい 発達障がい 障がい就労
21 60代 男 生保・年金・就労 障がい・高齢・HL 療育B2 障がい就労
22 50代 男 生保・就労 障がい・HL 療育B2 障がい就労
23 20代 女 生保・就労 障がい・HL・母子 療育B2 障がい就労
24 70代 男 生保 高齢・HL
25 50代 女 貯蓄 DV 退去
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番号 年齢 性別 収入源 属性 障がい 就労
26 70代 男 生保・年金 高齢・HL
27 40代 男 生保 HL
28 40代 男 生保 障がい・HL 精神2級
29 40代 女 就労 生活困窮・DV 一般就労
30 20代 女 就労・生保 生活困窮 一般就労
31 50代 男 就労・年金 障がい・HL 療育B2 一般就労
32 60代 男 生保 高齢・HL
33 30代 男 生保 HL
34 20代 女 就労 社会的養護 一般就労
35 50代 男 年金 障がい 身障1級
36 50代 男 生保・就労 障がい・HL 精神3級 障がい就労
37 70代 男 年金 高齢
38 50代 男 生保 障がい 身障申請中
39 70代 男 年金 高齢・HL
40 50代 男 生保 障がい・HL 療育B2 障がい就労
41 60代 男 年金 障がい・HL 療育B2
42 60代 男 年金 高齢・HL
43 50代 男 生保・就労 障がい・HL 療育B2 障がい就労
44 30代 男 生保 障がい 診断中
45 20代 男 生保・就労 障がい 療育B2 障がい就労
46 10代 女 就労 社会的養護 一般就労
47 70代 男 生保・年金・就労 障がい・高齢・HL 療育B2 障がい就労
48 10代 男 就労 障がい・社会的養護 療育B2 一般就労
49 60代 女 年金 障がい・高齢 精神2級
50 20代 女 生保 HL
51 70代 男 生保・年金・就労 障がい・高齢・HL 療育B2・アルコール 障がい就労



プラザ抱樸の特徴
ごちゃまぜ⇒制度外

1、相談経路 法人内33名、他機関18名 ※退去者含む

2、男女混合型 男性38名、女性13名

3、年齢構成（平均年齢53歳）

10代2名、20代7名、30代3名、40代8名、

50代9名、60代8名、70代11名、80代2名

4、収入源 生保（半就労含）30名、その他21名

5、属性 ホームレス、高齢、障がい、生活困窮、母子、

DV、社会的養護など

6、就労支援 51名中22名就労(うち一般就労9名)

60歳以下の場合 29名中18名(うち一般就労8名)

※グループホームは12名中11名就労
37
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第１ステージ「支援付登録住宅」（済）
基本３点の支援
①登録住宅
②地域居住者への生活支援拠点
③地域を含む交流サロンの実施
④北九州市代理納付
⑤国交省スマートウエルネス事業

民間生活支援付住宅

地域サロン・相談

第２ステージ「共生型住宅」（現在）
①障がいグループホーム
②自立準備ホーム（刑余者受皿）

障害グループホーム

生活支援と就労支援

自立準備ホーム（受刑者）

制度と非制度、民と官の組み合わせ

不動産オーナー

抱樸機関保障

第３ステージ
「若者支援・就労付共生型住宅」

①日常生活支援住居施設
➁自立援助ホーム（児童養護施設後）
②仕事・就労支援付
（不動産中央情報センターその他）

地
元
企
業
と
の
連
携
と
起
業

自立援助ホーム

日常生活支援住居施設



 「居住支援法人」が中心となり、地方自治体、金融機関、地域の互助会等と連携し、アパート全体（一部）の借上げや、生活支援等により家賃滞
納等のリスクを軽減するなど、大家が拒否しない居住支援の仕組みを構築する。各種支援や互助会による助け合い等を通じて、居住・生活・就
労支援を一体的に支援し、社会の担い手として再就職につなげるまで一気通貫のサポート体制を実現する。

空き家活用型居住支援モデル事業 奥田試案 20/7/8

 身寄りのない人
には貸したくな
い

 安定収入が見
込めない

 死後事務大変

家賃・保証料生活h支援費等

空き家の大家

居住者

サブリースする
ことで安心

【国土交通省】
≪新たな住宅セーフティネット制度≫
・ 改修費補助 国費1/３(限度額50万円/戸)
・家賃低廉化補助

居住支援法人による支援付き住宅運営

居住支援法人を中心とした
低所得者への居住・生活・就労一体型支援モデル事業

債務保証会社

紹介

家賃・生活支援費
代理納付

家賃滞納の連絡

入居者の
紹介

融資

【総務省】
≪地域経済循環創造事業交付金≫
地域密着企業の初期投資費用等

開設費用の補助
➡公費上限額 5000万円

自治体

【地域支え合い】

【生活相談・見守り】

【就労支援】

居住就労生活支援法人
大家の安心確保：アパート一棟(もしくは一部）借上げ→サブリースし、債務保証会社と連携することで安定した家賃収入と入居者管理の手間を削減する。
居住者の安心確保：見守り支援や就労支援など、自立までの生活を一貫して支援し、リフォームされた安心安全な住まいへの入居を可能にする。
関係性の貧困の解消：互助会の見守り・助け合いにより、社会の一員としての生活を可能にする

相談など

相談窓口
生活困窮者自立相談
地域包括
福祉事務所など

【厚労省】
・住居確保給付金
・補正予算「居宅生活移行緊急支援事業」
・一時生活支援事業
・自立生活援助

・生活保護代理納付

困窮者
相談者

住まいの相談窓口
紹介

一
体
実
施
も
可

39

統合的政策祇園の場
厚労、国交、法務、民間

銀行・民間投資家

二つの組み合わせ
新しい居住支援の

受け皿



ご清聴ありがとうございました
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